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【手続補正書】
【提出日】平成31年3月1日(2019.3.1)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　吸収性物品と、複数の前記吸収性物品を収容した包装シートと、を有し、
　前記包装シートには、内部に収容された前記吸収性物品を視認可能に構成する窓部が形
成された吸収性物品の包装体であって、
　前記吸収性物品は、前記吸収性物品の厚み方向に積層されており、
　前記窓部には、前記吸収性物品どうしの境界に沿う第１方向に延びる目印部が設けられ
ており、
　前記目印部は、前記第１方向と直交し、かつ前記厚み方向に沿う第２方向に間隔を空け
て複数設けられている、吸収性物品の包装体。
【請求項２】
　前記目印部は、前記第１方向に延びる第１柄と、前記第１柄と前記第１方向において隣
り合い、前記第１柄と異なる第２柄と、を含んでいる、請求項１に記載の吸収性物品の包
装体。
【請求項３】
　前記第２方向に隣り合う前記目印部における前記第２柄の前記第１方向の位置は、異な
っている、請求項２に記載の吸収性物品の包装体。
【請求項４】
　前記目印部の前記第２方向の間隔は、前記吸収性物品の前記第２方向の間隔に対する０
．５倍以上２倍以下である、請求項１から請求項３のいずれかに記載の吸収性物品の包装
体。
【請求項５】
　前記包装シート同士が接合された接合部が設けられており、
　前記接合部は、前記吸収性物品の前記第２方向に沿って配置されている、請求項１から
請求項４のいずれかに記載の吸収性物品の包装体。
【請求項６】
　前記包装シートは、前記厚み方向に沿い、互いに隣接する第１面及び第２面を有し、
　前記第２面は、前記吸収性物品を取り出すための開口が設けられているように構成され
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ており、
　前記窓部は、前記第１面と前記第２面に設けられている、請求項１から請求項５のいず
れかに記載の吸収性物品の包装体。
【請求項７】
　前記吸収性物品を個別に包装する個包装シートを有しており、
　前記個包装シートは、第１個包装シートと、前記第１個包装シートと異なる色又は異な
る図柄を有する第２個包装シートと、を有し、
　前記第１個包装シートによって包装された吸収性物品と、前記第２個包装シートによっ
て包装された吸収性物品と、が前記厚み方向に隣接している、請求項１から請求項６のい
ずれかに記載の吸収性物品の包装体。
【請求項８】
　前記吸収性物品を個別に包装する個包装シートを有し、
　前記吸収性物品は、前記個包装シートと共に、前記吸収性物品の幅方向に沿う一対の幅
折り線及び前記吸収性物品の長手方向に沿う一対の長手折り線を基点に折り畳まれている
、請求項１から請求項７のいずれかに記載の吸収性物品の包装体。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４４】
　吸収性物品を個別に包装する個包装シート１８は、複数のパターンを有してよい。複数
のパターンは、色及び図柄の少なくとも一方が異なるように構成されてよい。例えば、第
１個包装シートと、第１個包装シートと異なる色又は異なる図柄を有する第２個包装シー
トと、を有してよい。第１個包装シートによって包装された吸収性物品と、第２個包装シ
ートによって包装された吸収性物品と、が厚み方向に隣接してよい。すなわち、厚み方向
に隣接して配置された吸収性物品は、異なる色又は異なる図柄を有する個包装シート（異
なるパターンの個包装シート）によって包装されてよい。個包装シートの色または図柄の
違いによって、隣接する吸収性物品の境界を把握し易い。吸収性物品どうしの境界の間隔
がより把握し易くなり、吸収性物品の残数を容易に把握できる。
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